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全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定に基づく 

危機管理体制の周知等について（依頼） 

 

 日頃より、当会の運営に御理解を賜り感謝申し上げます。 

 近年、広域に被害を及ぼす自然災害が激甚化・頻発化しており、昨年も、令和

２年７月豪雨を始めとする大規模災害が各地で発生し、当会では「災害対策都道

府県連絡本部」や「緊急広域災害対策本部」を設置して被災地支援に取り組んで

きたところです。 

 梅雨期及び台風期を迎えるに当たり、各都道府県におかれましては、全国都道

府県における災害時等の広域応援に関する協定に基づく全国知事会危機管理体制

（裏面参照）に御留意いただくとともに、大規模災害の発生に備えて、当会との

連絡体制を確保していただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 調査第二部 伊藤、瀬戸 

 電 話 03-5212-9131 

 メール cho2adm@nga.gr.jp 

全国知事会調査第二部連絡先 

 

・時間内（平日日中） 

 電話 03-5212-9131 メール cho2adm@nga.gr.jp 

 

・時間外（平日夜間・休日） 

 公用（鎌倉）080-3488-8407 メール chijikai_1@ymobile.ne.jp 

 公用（坂井）080-3490-6368 メール chijikai_2@ymobile.ne.jp 

 公用（伊藤）080-3490-6282 メール chijikai_3@ymobile.ne.jp 

写 
資料５ 



全国知事会 災害対応に係る本部設置及び運用について

「災害対策都道府県連絡本部」及び「緊急広域災害対策本部」の設置及び運用について、
近年の自然災害激甚化・頻発化を踏まえ、下記のとおり運用する。

平 時 体 制

情報連絡室 【新規運用】

（調査第二部内設置）

・大雨特別警報発表前であっても、気象庁等情報により被
害発生が事前に見込まれる場合に設置する
・都道府県の範囲は単独・複数を問わない

災害対策都道府県連絡本部

（本部長：事務総長）

緊急広域災害対策本部

（本部長：全国知事会長）

① ②

①
連
絡
本
部
設
置

①設置

１ 単独の都道府県に大雨特別警報が発表
された場合

２ 単独の都道府県で震度６弱以上の地震が
発生した場合

３ 単独の都道府県で１及び２と同程度の
災害が発生した場合（※）

○ 複数の都道府県で被害が見込まれ
る大規模・広域災害が発生した場合

設置

②
緊
対
本
部
設
置

②設置

①→②
体制
移行

１ 国（気象庁、消防庁、総務省等）の発表に
より、被害拡大が見込まれない場合

２ 被災都道府県の災害対策本部体制が縮
小された場合

３ 確保調整本部及びブロック幹事県から
新たな広域応援要請（短期）が見込まれ
ない場合

体制移行の目安（廃止基準）

【新規運用】

本部廃止 ⇒ 平時体制へ

１ 国（気象庁、消防庁、総務省等）の発表に
より、被害拡大が見込まれない場合

２ 全ての都道府県災害対策本部が廃止
された場合

３ 広域応援派遣（短期）が終了した場合

（廃止基準）１～３全てを満たす場合

【新規運用】

①廃止

①←②
体制
移行

※ 暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪・津波・火山・地震に係る特別警報の他、国民保護法が適用される事態等をいう。


